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告         示 

 

兵庫県告示第353号 

平成18年兵庫県告示第736号（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条

例の規定により知事が公示する保存、作成、縦覧等及び検査等に係る書面）の一部を次のように改正し、告示

の日から施行する。 

令和８年４月１日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

 １の表13の項を削除する。 
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兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和８年４月１日 水曜日  第５号外 


